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会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

了
後
で
す
▼
対
象
＝
20
歳
未
満
の
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
母
ま
た
は
父
で
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
方
▽▽
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
る
、
ま
た
は
同

等
の
所
得
水
準
▽▽
当
該
講
座
の
受
講

が
適
職
に
就
く
た
め
に
必
要
と
認
め

ら
れ
る
▽▽
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受

給
し
て
い
な
い
▼
対
象
講
座
＝
雇
用

保
険
制
度
に
お
け
る
教
育
訓
練
給
付

の
指
定
教
育
訓
練
講
座
等
▼
支
給
額

＝
修
了
し
た
対
象
講
座
受
講
料
の
60

％（
上
限
20
万
円
、
専
門
実
践
は
上

限
40
万
円
。
た
だ
し
受
講
料
2
万
円

以
下
の
講
座
は
対
象
外
）。
雇
用
保

険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の

支
給
が
受
け
ら
れ
る
方
は
、
60
％
相

当
額
か
ら
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の

支
給
額
を
差
し
引
い
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

修
学
費
用
の
貸
付
制
度

　

子
ど
も
が
高
校
や
専
門
学
校
、
大

学
な
ど
に
進
学
予
定
の
ひ
と
り
親
家

庭
に
、
修
学
費
用
を
貸
し
付
け
ま
す
。

こ
の
制
度
を
受
け
よ
う
と
考
え
て
い

る
方
は
、
事
前
に
予
約
の
上
、
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

貸
し
付
け
に
は
▼
東
京
都
育
英
資

金
▼
日
本
学
生
支
援
機
構
▼
国
の
教

育
ロ
ー
ン
▼
金
融
機
関
の
教
育
ロ
ー

ン
▼
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資

金
▼
立
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
教

育
支
援
資
金
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。
貸
付
要
件
、
募
集
期
間
、
貸
付

限
度
額
、
利
子
の
有
無
、
連
帯
保
証

人
の
要
件
な
ど
、
制
度
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
ま
た
、
入
学
試
験
合
格

後
は
入
学
手
続
き
締
め
切
り
ま
で
の

期
間
が
短
い
た
め
、
自
己
資
金
の
用

意
が
必
要
で
す
。

　10月１日㈫から利用できる新しい乳

医療証、子医療証、青医療証（うぐいす

色）を、９月13日㈮に発送する予定です。

10月１日㈫を過ぎても届かない方はお

問い合わせください。有効期限が切れた

医療証は、ご自身で破棄してください。

新しい乳 子 青医療証を
送付します

り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
で
、
次
の

す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方
▽▽
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
、

ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
▽▽
1
年
制

以
上
の
養
成
機
関
に
お
い
て
、
国
家

資
格
取
得
の
見
込
み
が
あ
る
▽▽
就
業

ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
▽▽
過
去
に
こ

の
給
付
金
等
を
受
給
し
て
い
な
い
▼

対
象
資
格
＝
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
、
社
会
福
祉
士
、
保
健
師
、
助
産

師
、
理
容
師
、
美
容
師
、
歯
科
衛
生

士
、
製
菓
衛
生
師
、
調
理
師
、
准
看

護
師
等
▼
対
象
期
間
＝
修
業
期
間
中

の
全
期
間（
上
限
4
年
）▼
支
給
額
＝

月
額
10
万
円（
課
税
世
帯
は
月
額
7

万
5
0
0
円
）

●
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金　

就

職
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と
し

た
教
育
訓
練
講
座（
一
般
・
特
定
一

般
・
専
門
実
践
）の
受
講
料
の
一
部

を
支
給
し
ま
す
。
受
講
申
し
込
み
前

の
申
請
が
必
要
で
、
支
給
は
講
座
終

　

市
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
支
援
す

る
た
め
、
各
種
制
度
や
相
談
窓
口
を

設
け
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
相
談

　

離
婚
前
の
相

談
を
は
じ
め
、

個
々
の
状
況
に

あ
わ
せ
た
支
援

を
ご
案
内
し
ま
す
。
生
活
に
不
安
が

あ
る
方
、
資
格
取
得
を
目
指
し
た
い

方
は
、
ぜ
ひ
母
子
・
父
子
自
立
支
援

員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

就
労
支
援

　

就
職
の
際
等
に
有
利
と
な
る
資
格

取
得
の
た
め
に
養
成
機
関
で
学
ぶ
場

合
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
必
ず

予
約
の
上
、
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金　

看

護
師
、
介
護
福
祉
士
等
の
国
家
資
格

取
得
の
た
め
に
養
成
機
関
に
通
う
場

合
に
給
付
さ
れ
ま
す
▼
対
象
＝
20
歳

未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

各
種
支
援
制
度
の
お
知
ら
せ

問
子
育
て
推
進
課〔
市
役
所
1
階
21
番
窓
口
〕内
線
1
3
5
0

養
育
費
確
保
を
支
援
し

ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
が
養
育
費
を
継
続

し
て
受
け
取
れ
る
よ
う
に
、
養
育
費

の
取
り
決
め
や
保
証
契
約
の
際
に
か

か
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

公
正
証
書
等
の
作
成
や
養
育
費
保
証

契
約
の
前
に
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
▼

対
象
＝
市
内
で
18
歳
未
満
の
子
ど
も

と
同
居
す
る
ひ
と
り
親
の
方
▼
補
助

内
容
＝
養
育
費
の
取
り
決
め
に
要
す

る
費
用（
公
正
証
書
等
の
作
成
に
必

要
な
公
証
人
手
数
料
、
家
庭
裁
判
所

へ
の
調
停
申
立
て
や
裁
判
に
要
す
る

収
入
印
紙
代
、
戸
籍
謄
本
等
添
付
書

類
の
取
得
費
用
、
連
絡
用
の
郵
便
切

手
代
）。
保
証
会
社
と
の
養
育
費
保

証
契
約
に
か
か
る
初
回
保
証
料
。
い

ず
れ
も
補
助
上
限
あ
り
▼
申
請
方
法

＝
公
正
証
書
等
を
作
成
し
た
日
、
ま

た
は
養
育
費
保
証
契
約
を
締
結
し
た

日
の
翌
日
か
ら
6
か
月
以
内
に
子
育

て
推
進
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
等
、
く
わ
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
議
会
定
例
会
～
10
月
２
日

ま
で
開
会

　

令
和
６
年
第
３
回
市
議
会
定
例
会

が
10
月
2
日（
水
）ま
で
の
会
期
で
開

か
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の
会
議
日
程

は
▼
9
月
10
日（
火
）・
11
日（
水
）・

13
日（
金
）＝
決
算
特
別
委
員
会
▼
18

日（
水
）＝
総
務
委
員
会
▼
19
日（
木
）

＝
厚
生
産
業
委
員
会
▼
20
日（
金
）＝

環
境
建
設
委
員
会
▼
24
日（
火
）＝
文

教
委
員
会
▼
25
日（
水
）＝
第
5
次
基

本
構
想
審
査
特
別
委
員
会
▼
27
日

（
金
）＝
議
会
改
革
特
別
委
員
会
▼
10

月
1
日（
火
）＝
議
会
運
営
委
員
会
▼

2
日（
水
）＝
本
会
議（
議
案
審
議
な

問子育て推進課手当・医療費給付係・内
線1346

ど
）の
予
定
で
す
。

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会
議
当

日
に
直
接
、
市
役
所
3
階
▼
本
会
議

＝
議
会
受
付
▼
委
員
会
＝
議
会
事
務

局
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

し
た
方
へ
～
10
月
の
交
付
窓
口

　

交
付
窓
口
は
事
前
予
約
制
で
す
。

く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
対
象
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
、
交
付
通
知
書
が
届
い
た
方

●
受
付
日
時　

▼
開
庁
日
＝
月
曜
〜

金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）、
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
4
時
30
分
▼
臨
時
交
付

窓
口
＝
10
月
12
日（
土
）・
27
日（
日
）

▽▽
午
前
9
時
〜
11
時
▽▽
午
後
1
時
30

分
〜
4
時

●
場
所　

市
民
課（
市
役
所
1
階
14

番
窓
口
。
土
曜
・
日
曜
日
は
西
玄
関

か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
）

●
持
ち
物　

交
付
通
知
書
、
本
人
確

認
書
類（
2
点
）、
通
知
カ
ー
ド
ほ
か
。

代
理
で
の
受
け
取
り
希
望
の
方
は
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
申
込
方
法　

9
月
10
日（
火
）か
ら

電
話
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
窓
口
予
約
シ
ス
テ
ム（
左
2
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）か
ら
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
・
内
線
1
3
7
5

公
開
す
る
会
議
日
程

　

申
は
申
込
制（
申
込
順
）。
そ
の
ほ

か
は
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
建
築
審
査
会　

時
9
月
17
日（
火
）

午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
208
・

209
会
議
室
定
10
人
問
建
築
指
導
課
庶

務
係
・
内
線
2
3
3
1

●
第
5
次
地
域
福
祉
計
画
策
定
検
討

委
員
会
・
第
6
次
地
域
福
祉
市
民
活

動
計
画
策
定
委
員
会　

時
9
月
18
日

（
水
）午
後
7
時
か
ら
場
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
定
5
人
問
地
域
福
祉
課
地
域

福
祉
推
進
係
・
内
線
1
4
7
0

●
た
ち
か
わ
市
民
交
流
大
学
企
画
運

営
委
員
会　

時
9
月
24
日（
火
）午
後

6
時
か
ら
場
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
5

階
第
2
学
習
室
定
5
人
問
生
涯
学
習

推
進
セ
ン
タ
ー
市
民
交
流
大
学
係
☎

（
5
2
8
）6
8
7
2

●
男
女
平
等
参
画
推
進
審
議
会　

時

9
月
24
日（
火
）午
後
7
時
か
ら
場
女

性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
3
学
習
室

定
2
人
問
男
女
平
等
参
画
課
☎（
５

２
８
）６
８
０
１

申
夢
育
て
・
た
ち
か
わ
子
ど
も
21
プ

ラ
ン
推
進
会
議　

時
9
月
25
日（
水
）

午
後
6
時
30
分
か
ら
場
市
役
所
3
階

302
会
議
室
定
5
人
申
子
育
て
推
進
課

子
育
て
推
進
係
・
内
線
1
3
4
1
へ

●
公
契
約
条
例
検
討
委
員
会　

時
9

月
30
日（
月
）午
前
10
時
か
ら
場
市
役

所
1
階
101
会
議
室
定
5
人
問
品
質
管

理
課
・
内
線
2
4
4
9

●
農
業
委
員
会
総
会　

時
9
月
30
日

（
月
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

210
会
議
室
定
4
人
問
農
業
委
員
会
事

務
局
・
内
線
２
６
５
４納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ

さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第3期分▷後期高齢
者医療保険料第3期分▷介護保険料第
3期分

9月30日月
今月の
納期
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